
平成３０年７月３０日  

工事関係者の皆さまへ  

うるま市消防長   

工事中の建築物における火気管理の徹底について  

みだしのことについて、平成３０年７月２６日（木）午後１時５０分ごろに東京都多摩市

で新築工事中の建築物において、死者５名、負傷者４２名を伴う火災が発生しました。  

これまでにも建設工事現場（解体、修繕、改築等含む。）では、溶接や切断作業中による

火花の飛散、作業員等の喫煙の不始末、更には、夜間の施錠不備による放火などが出火原因

となり火災が発生しているようです。  

つきましては、工事関係者の皆さんにおかれましては、下記の事項等に留意して作業員へ

の注意喚起を行いなど、火気管理を徹底して作業を実施していただきますようよろしくお願

いします。  

記  

１、工事中の火気管理に関すること  

工事中における防火に関する計画が実態に即したものであるか再確認し、消火器具を準

備したうえで、溶接・溶断作業中の防炎物品等での遮へい、可燃物の除去、危険物の徹底

管理、作業場周辺の点検や監視などを徹底すること  

２、放火防止に関すること  

作業終了後は、関係者以外の者の立入を禁止し、出入り口の施錠徹底、工事資機材等の

整理整頓、定期的な巡回などを行うこと  

３、危険物等の管理に関すること 

塗料やシンナーは、不燃性の保管庫に収納、施錠して管理を徹底し、現場には最小限の

量を持ち込むなど  

４、既存建築物の工事中の防火管理に関すること 

(1) 当該建築物の関係者と連携した消防計画書の作成（規模によっては、消防本部への

提出が必要な場合があります。）  

(2) 避難経路の確保（防火戸や防火シャッターの閉鎖障害となる物品を置かない。）  

(3) 既存消防用設備等の確認（使用不能や不備があれば改善後に工事着手するなど。）  

(4) 工事関係者への防火教育の周知徹底及び計画の遵守並びに通報・消火・避難訓練の

実施など  

(5) その他火災予防上、必要する事項  

５、お問い合わせ先 

詳細については、消防本部予防課（電話 098-975-2119）までお問い合わせください。  


